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３ 都市機能 

これまでの「住む」、「働く」、「学ぶ」、「憩う」の四つの機能に、新たに防災機能「護る」を加

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(１) ｢住む｣機能 (２) ｢働く｣機能 

～ 居住地としての魅力や生活環境の向上 ～ ～ 雇用の創出、事業環境の向上 ～ 

(３) ｢学ぶ｣機能 

～ 学習機会の充実、研究・学習環境の向上 ～ 

(４) ｢憩う｣機能 

～ スポーツ・レクリエーションの振興、 

芸術に親しみ文化の薫る都市づくり ～ 

(５) ｢護る｣機能 

～ 市域全体の防災力・地域防災力の向上 ～ 
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第２章 都市づくりの枠組 

１ 都市づくりのスケジュール 

(1) 計画期間は、概ね 20年後の 2030年（平成 42年）までとする。 

(2) 改定計画は、計画期間以降の都市の成熟期もにらみながら、策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画フレーム 

(1) 開発フレーム 

ア 推進プランで計画開発地区に位置付けられていたものの事業予定者がいないままとなって

いる地区及び推進プランで開発保留地区に位置付けられていたもののこれまで具体的な開発

の動きが見られない地区は、いずれも 2030 年（平成 42 年）までの計画期間内に開発される

見込みは低くなっている。こうしたことから、下の右側の図面のように、開発計画の絞り込

みを行い、これを前提に計画期間内での都市づくりを進める。 

 

 

 

 

  

(1) 都市基盤の概成期 

都市内幹線道路ネットワー

クの整備など、計画期間内に

おける民間開発に対応した都

市基盤が概成する時期 

(２) 都市の成熟期 

民間開発や都市基盤整

備が概ね完了し、都市機能

の充実・強化も進んで、都

市として成熟する時期 

 
   

 

2030年 
（平成 42年） 

〔都市の成長軸〕 

計画期間 

21世紀中頃 

2030年に見込まれる開発状況 
善當寺住宅 

・工業地区 

奥畑地区 

梶毛西 
地区 

 

 

計画開発地区 

計画誘導地区 

既開発地区 

開発保留地区 

（事業の熟度から

土地利用が未決

定の地区） 

推進プラン 
 

は計画期間内で新たに

開発が見込まれる地区。その他

の計画開発地区は、平成 25 年

時点で開発完了済又は事業中。 
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イ 開発計画の絞り込みの結果、2030年（平成 42年）時の開発フレームは推進プランに対して

504ha減となるが、この 504haは、西風新都の更なる機能集積と発展のため、計画期間以降の

都市づくりに備えて「開発保留フレーム」として保全地区内に留保する。 

 

ウ 上記ア、イの結果を踏まえ、西風新都全体の開発整備地区等の内訳を次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

注１）開発整備地区：計画開発地区及び計画誘導地区 

注２）計画開発地区：民間開発事業者等により計画的な開発を行う地区 

注３）計画誘導地区：地域住民が主体となって整備を図る地区 

注４）既開発地区：当初計画策定時点（1989 年（平成元年））における開発済み住宅団地等 

注５）保 全 地 区：原則として自然環境の保全又は緑地的活用を図る地区 

注６）開発保留フレーム：保全地区の中に将来に備えて確保しておく開発可能面積 

(2) 人口フレーム 

上記(1)の開発フレームや各開発計画の土地利用及び今後の人口推移を踏まえ、西風新都の将来人

口フレームを次のとおり設定する。 

時  期 区    分 人口フレーム 

2030年 
（平成 42年） 

都市基盤の
概成期 

計画人口 計画期間（2030年（平成 42 年）
まで）内に分譲が完了する開発
を考慮した将来人口 

６万７千人 

21世紀中頃 
 

都市の 
成熟期 

目標人口 平地部の幹線道路沿道における
土地の高度利用や丘陵部の開発
等を考慮し、計画人口に加算し
た人口 

８万人 

 

 

  

開  発  区  分 面積（ｈａ） 割合（％） 

開発 

整備 

地区 

計画開発地区（丘陵部） 1,196 26.2 

計画誘導地区（平地部） 790 17.3 

（小 計） (1,986) （43.5） 

既 開 発 地 区 570 12.5 

保 全 地 区 2,014 44.0 

 開発保留ﾌﾚｰﾑ（丘陵部） （504） （11.0） 

合       計 4,570 100.0 

 

〔西風新都の人口動向〕 
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2 

1 

21世紀 
中頃 

2010 
（H22） 

2000 
（H12） 

1989 
（H元） 

2020 
（H32） 

2030 
（H42） 

（万人） 

27,195 

51,142 
（2012） 

48,973 

80,000 

〔目標人口〕 

〔計画人口〕 
67,000 

38,078 
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第３章 都市づくりの基本方針 

１ 都市構造の形成方針 

西風新都は、緑豊かな自然環境の中に分散したクラスター状の計画開発地区に多様な都市機能の導

入を図りながら、これら計画開発地区や平地部の計画誘導地区を有機的に連結し、都市としての一体

性を確保することとしている。 

この連結に資する空間である幹線道路やアストラムラインの沿道を「軸（中央軸・地域軸）」、幹線

道路の交差点周辺やアストラムライン駅周辺等を「地区拠点」と位置付け、これらの土地の有効利用、

高度利用を進め、都市機能の適正な配置と集積を図る。 

(1) 中央軸 

西風新都中央線の沿道の「中央軸」は、ランドマークとなる建

物が立地する西風新都の“顔”となっている地区である。土地の

高度利用と商業・業務施設等の集積を促進し、西風新都の中核的

役割を担う地区の形成を図る。 

(2) 地域軸 

中筋沼田線、草津沼田線、五日市石内線（石内バイパス）は、

西風新都と他の地区を結ぶ広域的な幹線道路であり、アストラム

ラインは都心とつながる重要な交通施設である。これらの沿道を

「地域軸」とし、都市型住宅や生活利便施設等の立地を促進して、

土地の有効利用を図る。 

(3) 地区拠点 

10箇所の「地区拠点」は、その利便性の良さを活かして商業・

業務施設、公益施設等の集積を促進し、拠点機能の向上を図る。 

 

【都市構造の形成の概念図】 

西風新都中央線 
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大原 
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石内中央 
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大塚 
梶毛東 
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